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１．訪日外国人をめぐる状況

＜訪日外国人数の推移＞ ＜訪日外国人の国籍・地域別割合（2023年1月～7月）＞

（出所：日本政府観光局「訪日外客統計」）

（出所：日本政府観光局「訪日外客統計」）
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＜第1類型：在留外国人患者＞

＜第3類型：病気や怪我で治療を必要とす
訪日外国人患者＞

＜第2類型：医療目的で来日する外国人患者＞

＜医療機関＞

２．訪日外国人患者の特徴と未収金発生要因

・「いつ」「どこで」「どれくらい」「どのような言語」の患者が
受診してくるか予測困難

・多くの医療機関にとって避けられない問題

・日本語でのコミュニケーションが困難な患者が多い

・日本とは異なる、様々な医療習慣・医療文化、宗教等を
有する。→日本の医療習慣・医療文化に慣れていない。

・基本的に全額自己負担
→未収金のリスクが高い

・海外旅行保険・医療アシスタンス/搬送等、これまで日本
の医療機関が経験したことのない手続き（事務処理）等
が求められることがある。

・母国（他国）に戻る患者であるため、（特に高額・長期治
療の場合には）日本国内でどこまで治療を行うかの判断
が求められる。等

＜訪日外国人患者の特徴＞

・言語の壁や医療文化・習慣の違い等
に基づく診療内容ならびに支払いに関
するコミュニケーションエラーやトラブ
ル、誤解に基づく支払い拒否や未払
い

・不慣れな海外旅行保険・医療アシスタ
ンス/搬送等の手続きに関するトラブ
ル等による医療費回収の失敗

・患者の支払い能力不足

（・提供する治療内容と患者の支払い能
力の調整不足）

※実際には、一つだけで上記の要因が複
数絡み合っている場合が少なくない。

＜未収金発生要因＞



【参考①：中国の外来・入院の基本的流れ】

（出所：白川忍（国際医療福祉大学大学院非常勤講師「中国の医療事情について」より抜粋）



【参考②：多種多様な海外旅行保険とそれに伴う異なる医療費請求先の例（一部）】

＜A病院（DPC病院）：股関節骨折・入院＞

＜公的医療保険加入者の場合＞
医療費：1,086,980円

＜自由診療の外国人患者の場合は1点20円で計算＞
医療費：2,161,936円を請求

Aさん
海外旅行保険
未加入

Aさんに全額請求

Bさん
海外旅行保険加入
（Pay&Claim型）

<Pay ＆Claim型＞
患者が全額医療機関に支
払い、母国に戻ってから保
険会社に請求するタイプ

Bさんに全額請求

Cさん
海外旅行保険加入
（医療アシスタンス付）

<医療アシスタンス付き＞
保険会社と提携している医
療アシスタンス会社が、保
険会社の指示に従って、支
払い保証（Guarantee of 
Payment “GOP”）の範囲内
において、医療機立替払い
してくれるタイプ。なお、この
タイプの場合には、通常、医
療搬送手続きや通訳手配
等も行う。

医ア会社にGOPの範囲内
（例：上限150万円）は請求、
残り66万1,936円等はCさ
んに請求

Dさん
海外旅行保険加入
（医療アシスタンス付）
但し、免責事項に該当

<免責事項＞
保険商品の免責事項に該
当する場合には、補償の対
象外となったり、一部減額と
なったりする。

（免責事項に該当し、補償
一切なし）
Dさんに全額請求



【参考③：訪日外国人患者の事情・ニーズに合わせた診療例】

【患者】・観光中のフィリピン人（英語）50代男性 【同行者】 ・家族2名（妻、子供）、旅行会社ツアコン、ホテルスタッフ
【搬送状況・時間】 ・ホテルでふらつき、半身麻痺、失語、意識障害、日中 （【診断】脳出血、水頭症）

①救急隊から当院救急センターへ外国人搬送の入電（8:50)

②救急センターから通訳の依頼（国際部職員介入）（8:50)

④事務側:上記③で医療従事者から入手した情報を基に入院医事に概
算依頼

③診療側:救急外来で意識不明の患者の診療開始
・左視床出血からの水頭症、緊急オペ施行（両側側脳室ドレナー
ジ術）を施行。

事務側:
・医療者側から今後の治療方針に関する情報収集
・付き添い家族等から情報収集開始
・ホテル、旅行会社への依頼

＜1日目＞

⑤診療側:患者がオペを終え、ICU控室へ移動（PM）
事務側:概算提示、リハビリ含め2か月の入院期間の必要性を伝える。

（概算費用:700万円）

⑥同行者に、保険会社、大使館（領事館）等への連絡要請

⑦同行者が滞在先に帰館

⑧旅行会社より、日本滞在延⾧の相談

⑨患者家族が医療費の支払いについて不安を訴える。
（複数の保険会社とのコンタクトの結果、補償上限がすべてあわせ
ても300万円程度あることが判明）

＜2日目＞

⑩事務側:主治医に事情を説明し、診療内容に関して費用削減につなげ
られる部分はないか相談（例:CT検査回数 7回→5回）

⑪介護タクシー+ストレッチャー搬送にて帰国
＜36日目＞

その後・・・
---入院5日後に、家族が一旦帰国

・旅行会社から入管の手続き用の診断書について問い合わせ（日本語にて
提出）

・大使館員よりTEL 病状照会あり
・ICUの直通を教えてほしい、保険会社用診断書をメールでくれないかとの

要望あり
・多発肺結節が入院中に見つかり、精査を妻に確認したが精査不要、帰国

することが優先と選択
・入院中に診断書要求（複数）発生

---入院8日後にドレーン抜去し、ICU→HCUへステップダウン---
---入院11日後に妻来日
「入院は長くとも2か月でないと耐えられない」、医療費のネゴ（患者妻、大使
館、知人などから複数人より）入る

---入院13日後に妻一時帰国（次回来日時に一時金を入金してほしい旨依
頼（※CASH100万以上は関税がかかるため、50万円に）

---入院2週間後、一般病棟へステップダウン---
---入院24日後に妻再来日～27日後に再帰国
・座位にて帰国させたい、Dr同行、支払い についても要望あり



公的医療保険
に加入している
日本人患者・在
留外国人患者
の場合

診療申込書記入

訪日外国人
患者の場合

診察（検査・治療）

会計

入院

医療費支払
うお金がな

い”！

勝手に治療
されたから、
医療費は払
わない！支払いトラブ

ル＆未収金
発生

診療申込書記入

訪日外国人
旅行者患者

の場合

（同意取得・調整を行った上での）

診察（検査・治療）

会計

（同意取得・調整を行った上での）

入院

【ポイント１】

海外旅行保険
や医療搬送等、
訪日外国人旅
行者患者対応
で必要となる特
有の知識や情

報の理解

【ポイント２】

海外旅行保険の加入状況や日本での滞在予定
等、訪日外国人旅行者患者の医療費支払いや
治療計画に影響を与える情報の収集。（宗教上
の要望やその他の要望についてもこの段階でで
きるだけ収集。）（状況把握・リスク発見の意味で
も重要）

【ポイント3】

医療費見積もりや自院で対応可能な医療費支払い方法の提示。ポ
イント2で把握した患者からの要望に対する自院での対応の可否な
どに関する情報の提供

【ポイント４】
ポイント3で患者に提供した医療費の見積額や支払い方法について

患者の同意を得る。患者から「医療費をできるだけ抑えてほしい」等
の要望があった場合には、診療内容について医療費を抑える方法
はないかなどの調整を行う。また、未収金発生の可能性がある場合
には患者や家族、外部の関係者とともに対策を検討開始。

＜一般的な診療の流れ＞
＜未収金や医療費支払いに関する

トラブルを防止すための診療の流れ＞

３．まとめ



＜SBH WEBSITE SINGAPORE （2017.5.1）＞

注）文章は筆者により一部抜き出したもの

8https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-man-in-coma-returning-from-tokyo-after-daughter-raises-250k-online

…どれだけ対策を講じても難しいケースも存在



【参考4】当該事業の参考情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html 9
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ご清聴ありがとうございました。


